
朝日火災 2010年4月改定版

「ゴルファー保険」は」
Iル

フ特約を付帯した賠償責任保険です。

このパンフレットは、2010年 4月 1日以降に保険期間が開始するご契約を対象にしています。



ゴルフ用品の損害a園酒D

ゴルフ場またはゴルフ練習場敷地内において、

保険証券記載のゴルフ用品 (被服類を含みま

す。)に生じた次の損害に対して保険金をお

支払いします。ただし、保険金は各契約年度こ

とに保険金額が限度となります。

(1)ゴルフ用品の盗難 (ただし、ゴルフボールの盗難

につしヽてlよ、他のゴルフ用品と同時に発生した

場合に限ります。)

(2)ゴルフクラブの破損・曲損
※保険金は時価額 (同等なものを新たに購入するのに

必要な金額から、経過年数に応じた減価を控除した額)

もしくは修理費を限度としてお支払いします。

(国内、国外の事故を補償)

ゴルフア…自身の傷害a園酒D

ゴルフ場またはゴルフ練習場敷地内において、

ゴルフの練習、競技もしくは指導中に急激か

つ偶然な外来の事故によつてこ自身 (保険の

対象となる方)がケガをされた場合に、保険金

をお支払いします。

(国内、国外の事故を補償)

ホールインワン・アルバトロス費用電園酒D

※「ゴルファー自身の傷害」または「ゴルフ用品の損害」のいずれかまたはその両方を付帯さ
イlる場合にお選びいただけます。

ホールインワンまたはアルバトロスを達成された場合に、そのお祝い

として実際に出費した次の費用をお支払いします。

(1)同伴競技者、友人などへの贈呈用記念品購入費用
(言E念品として作成したプリペイドカードを含みます。)

(2)祝賀会費用

(3)ゴルフ場に対する記念植樹費用

(4)同伴キャディに対する祝儀

(5)その他f慣習として負担することが適当である費用。ただし、保険金額の
10ο/οを限度とします。

※上記(5)の費用としてこ希望される場合は、弊社と提携する下記団体が実施している緑化事業に
対する寄付をお支払しヽすることができます。詳しい内容につきましてはお近くの朝日末災へお間
い合わせください。

<名 称>社団法人 ゴルファーの緑化促進協力会

<所在地>〒 106‐ 0044東京都港区東麻布 1‐ 7‐ 3

(こ注意)

「ホールインワン アルパトロス費用」については、他の保険契約等 (注1)から保険金が支払われた場合に
は、次の算式によって算出した額をお支才ムいします。保険金額 (こ契約金額)は合算されませんので、
こ注意ください。

支払限度額
(注2)

他の保険契約等から支払われた
保険金または共済金の合計額

お支払いする
保険金の額

(注3)

(注 1)他の保険契約等とは、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険
契約または共済契約をいいます。

(注2)それぞれの保険契約または共済契約のうち最も保険金額の高い保険契約または共済契約により、
その契約において他の保険契約等がなしヽものとした場合に支払われるべき金額をしヽいます。

(注3)ホールインワン アルバトロス費用保険金額 (こ契約金額)を限度とします。

(国 内 の み )

第三者に対する賠償責任a
000(● ● ● ● ● ● 0,eeCe● o ioec〔

ゴルフの練習、競技もしくは指導中に偶然な

事故によって他人 (キャディを含みます。)に

ケガをさせたり、他人のものを壊したりして

法律上の損害賠償責任を負つた場合に、損害

賠償金等をお支払いします。

(国内、国外の事故を補償)

安心をプラスしておもいっきリプレイ!

【用語のこ説明〕
0「ゴルフ」には、ケイマンゴルフ、ターゲットプ(―ド・ゴルフ、パターゴルフなどゴlレフ類似のスボーツを含みません。
●「ゴルフ場」とは、ゴルフの線冒または競技を行う施設で、かつ、名目ん珂である力Wこかかわらす、施設の利用について料金を徴するものをいいます。
●「ゴルフ場敷地内」とは、ゴルフ場として区画された致地内をいい、駐車場および更衣室などの付属施設を含みます。ただし、宿泊のために使用され

る部分を除きます。
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万―に備え充実の補償
ホ ール インワン・アル パ トロス につ い ての こ注意

こ契約タイプだ紫屋紙監即覇 鍵ヽ攣誓桑翼鏑冒g焼藩拓Fだ

C

5,000万円

210万円

10万円

20万円

4,000円

フ,400円

10,フ 90円

B

8,000万円

340万円

21万円

30万円

6,500円

12,050円

17,560円

A

1億円

410万円

30万円

50万円

10,000円

18,520円

27,000円

1年

2年

3年

第 三 者 賠 償
〔免責金額(自己負担額):0円〕

ゴル フ身体傷害

ゴ ル フ 用 品

ホールインワン。

アルパトロス費用

保険のこ契約

期    間

(保 険期間 )

こ 契 約 タ イ プ

保 険 金 額

(]契約金額)

保 険 料

(一 時 払 )

(注 )「ゴルフ身体傷害」についての入院保険金および通院保険金の額は次のとおりとなります。(裏面の「お支払いする保険金」
もこ覧ください。)

入院保険金の額=「ゴルフ身体傷害」の保険金額X15/1,000× 入院した日数
通院保険金の額=「ゴルフ身体傷害」の保険金額×1,0/1,000× 通院した日数

団体割引
ゴルフ同好会、クラブ、会社単位などで
20名以上まとまつてこ契約いただくと、

お支払いいただく保険料を割り引く
ことができます。

対象となるホールインワン

またはアル′ヽトロス

ロアマチュアゴルフアーが日本国内で行つた

ホールインワンまたはアザレ′〔トロス

□9ホール以上を有するゴルフ場で、パー35
以上の9ホールを正規にラウンドする中で

のホーザレインワンまたはア,レ′(ト ロス

ロゴルフ場所属のキャディを補助者として使用

し(注 )、 1名以上のパートナー (ゴルフ場主催

の公式競技会の場合は不要)と共にプレー

中のホーザレインワンまたはアルバトロス

(注)キャディを使用しないゴルフプレーであつても、
一定の条件(右記「ホールインワンまたはアルバ

トロスを達成された場合は」欄の2(2)①～③を
参照)を満たす場合に限り、お支払いの対象とな
ります。

]事故の通知
万―事故が起きたときは、すみやかに取扱代理店または弊社に次の事項をと通知く
ださい。
事故発生の日時・場所/被害者の住所・氏名/事故の状況・原因/証人がいる場合、
その方の住所・氏名/損害賠償の請求を受けたときは、その内容を記載した言面
(注 )ゴルフ用品の盗難の場合は、警察署への盗難の届出が必要となります。

ホールインワンまたはアルバトロスを達成された場合は

ホールインワンまたはアルバトロスを達成さイlた場合は、所定の書類等と共に保険金

請求時に次の 1.～4.の書類をご提出いただきます。

1.弊社所定の「ゴルファー保険ホールインワン・アルパトロスお祝金こ請求書」

2.次の方すべてが署名または記名押印した弊社所定の「ゴルファー保険ホールイン

ワン・アルパトロス証明書」
(1)同伴競技者(ただし、ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は不要です。)

(2)お客様のゴルフ競技の補助を行つたゴルフ場所属のキャディ。ただし、次の①～③のいすれかをこ
準備いただける場合は、キャディによる証明は必要ありません。
①ゴルフ場の使用人でお客様のホールインワン・アルバトロスの達成を目撃した者1名以上によ
る署名または記名押印した弊社所定の「ゴルフアー保険ホールインワン・アルバトロス証明書」

②お客様が会員となつているゴルフ場が主催または共催する公式競技で、お客様のホールインワ
ン・アルバトロスの達成を目撃したその公式競技の参加者または競技委員]名以上による署名
または記名押印した弊社所定の「ゴルファー保険ホールインワン・アルバトロス証明善」

③お客様のホールインワン・アルバトロスの達成を害観的に立証することができるビデオ映像等
の資料

(3)ゴルフ場の支配人またはそれに準する方

3各費用の支払いを証明する領収書 (本紙 )

4アテスト済のスコアカードその他弊社がこ提出をお願いする書類

2示設交渉について
この保険では、被保険者 (保険の補償を受けられる方)に代わつて被害者との示談
交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。万―、法律上の損害賠1賞責任を負う
事故が発生した場合は、弊社とこ相談いただきながら被保険者こ自身で被害者との

示談交渉をすすめていただくことになります。なお、あらかじめ弊社の承認を得な
いで被害者に対して損害賠償を認めたり、賠償金等を支払われた場合には、保険金
を削減してお支払いすることがありますのでこ注意ください。

50名以上

10%

200名以上

20ο/ο

11000名以上

30ο/θ

20名以上

50/θ

100名以上

15ο/ο

500名以上

25%

加入者数

割 引 率

加入者数

割 引 率

加入者数

割 引 率

{発 生 したら



保険金をお支払いできない主な場合

●保険契約者、被保険者の故意による損害賠

償責任

0同居の親族に対する損害賠償責任

●賞クラブやゴルフ場のゴルフ・カート等の

他人から借りたり預

'〕

つ`ている物に対する

損害賠償責任          ナょど

●故意または重大な過失によるケガ

0自殺行為、犯罪行為または闘争行為による

ケガ

●顕部症候群 (し わヽゆる「むちうち症」)、 腰

痛その他の症状を訴えている場合であつて

も、それを裏付けるに足りる医学的他覚所

見のナょいもの

●脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ

0地震、噴火またはこれらによる滓波による

ケガ

●戦争、内乱、暴動ナょどによるケガ

●細菌性食中毒

など

●保険契約者、彼保険者の故意または重大な

過失による損害

●ゴルフボールのみの盗難

●置き忘オ1ま たは紛失

●自然の消耗または変買

など

●ゴルフ場の経営者が、その経営するゴルフ

場で行つたホールインワンまた Iよ アルバト

ロス

0ゴルフ場の使用人 (臨時雇いを含みます。)

が、勤務しているゴルフ場で行つたホール

インワンまたはアルバトロス

0ゴルフの競技または指導を職業としている

者が行つたホールインワンまたはアルバト

ロス

0日本国外で行つたホールインワンまたは

アル バ トロス

など

お支払いする保険金

1事故につき、てん補限度額を限度として、損害賠 l目金をお支払い

します。また、訴訟費用、損害の防止または拡大の防止に要した費用、

緊急措置に要した費用などもお支払いできる場合があります。

ゴルフ身体傷害保険金額 (こ契約金額)の全額を法定相続人にお支

払いします。

後遺障害の程度に応じて、ゴルフ身体傷害保険金額 (こ契約金額 )

の3～ 1000/ο をお支払いします。

事故発生日からその日を含めて 180日以内の入院日数 1日 につき、

ゴルフ身体傷害保険金額 (こ契約金額)の 1,000分 の 15をお支

払いします。

事故晃生日からその日を含めて ]80日以内の通院日数 1日 につき、

90日 を限度としてゴルフ身体傷害保険金 額 (こ 契約金額 )の

1,000分の 1をお支払いします。

ゴルフ用品保険金額 (こ契約金額)を限度として、時価額 (同等ナょも

のを新たに購入するのに必要な金額から、経過年数に応じた滅価を

控除した額)を基準に算定した損害額を被保険者にお支払いします。

※保険金は各契約年度ととにゴルフ用品保険金額が限度となります。

ホールインワン・アルバトロス費用保険金額 (己多歌匂金額)の範囲内で、

慣習として出賢を余儀なくされる次の費用 (実資)をお支払いします。

●贈呈用記念品購入費用

ただし、現金、有価証券、商品券および記念品として作成した以外

のプリベイドカードなどの購入費用は対象とナょりません。

●祝賀会費用

0ゴルフ場に対する記念植樹費用

0同伴キャディに対する祝儀

0その他慣習として負担することが適当である費用。ただし、ホー

ルインワン アルバトロス費用保険金額の 10%を限度とします。

※詳しくは、バンフレット中面の「麻―ルインワン アルバトロスについてのこ注意」をこ覧ください。

保険金をお支払いする場合

国内、国外を間わすゴルフの練習、競技または指導中 (こ

イ1ら に付随してゴルフ場またはゴルフ練習場敷地内で通

常行わ才1る更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)

に、偶然な事故によつて他人 (キ ャディを含みます。)を

死傷させ、または、財物に損害を与え、法律上の損害賠償

責任を負つた場合

国内、国外を問わす被保険者がゴルフ場またはゴルフ練習場取地内で、ゴルフの練習、競技または指導中 (これらに付随して同

敷地内で通常行わイRる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)に急激かつ偶然な外来の事故によつてその身体に被った

傷害に対して、下記の保険金をお支払いします。※保険金は各契約年度ことに保険金額が限度となります。

(注イ)後遺障害保険金に死亡保険金を重ねてお支払いする場合は、ゴルフ身体傷害保険金額から既に支払つた金額を差し引

しヽて死亡保険金をお支払しヽします。

(注 目)入院保険金をお支払いする期間中に対しては、通院保険金は重ねてお支払いできません。

(注八)平常の業務または生活に支障がナて「い程度に治つたとき以降の通院に対して Iよ 、保険金をお支払いできません。

事故発生日からその日を含めて 180日 以内にそのケガ

ア)ヽもとで死亡された場合

事故発生日からその日を含めて 180日 収内にそのケガ

がもとで身体に後遺障害が生じた場合

事故によるケガのため、平常の業務に従事することまた

は平常の生活に支障が生し、入院 (入院に準した状懸を

含みます。)された場合

事故によるケガのため、平常の業務に従事することまた

は平常の生活に支障が生し、通院 (往診を含みます。)さ

れた場合

国内、国外を問わすゴルフ場またはゴルフ練習場敷地内

で、保険証券記軍見のゴルフ用品 (注)に次の損害が生じ

た場合

①ゴルフ用品の盗難 (た だし、ゴルフボールの盗難につ

しヽては、他のゴルフ用品と同時に発生した場合に限り

ます。)

②ゴルフクラプの破損 曲損

ゴルフ場でゴルフ競技中にホールインワンまたはアルバ

トロスを達成さイlた場合。対象となるものは下記の条件

をすべて満たす場合に限ります。

●アマチユアゴルファーが日本国内で達成された場合

09ホール以上を有するゴルフ場で、プく-35以 上の9
ホールを正規にラウンドする中で達成された場合

0ゴルフ場所属のキャディを補助者として使用し、1名以

上のパートナー (ゴルフ場が主催または共催する公式

競技会の場合は不要)と共にプレー中に達成された

場合

死 亡 保 険 金

後 週 障 害 保 険 金

入 院 保 険 金

邁 院 保 険 金

補償項目

第 三 者 賠 償

ゴ ル フ 身 体 傷 害

ゴ ル フ 用 品

ホ ー ル イ ン ワ ン・
ア ル ,(ト ロ ス 買 用

(注 )ゴザレフ用品には、ゴリレフクラブ、ゴリ♭フボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ナょらびにそれらを11又容するパック類を含みます。(ただし、時計 宝石 貴金属 財布 ブヽンドパックなどの舟 i品を含》ません。)

(已注意)上記補償項目のうち、第二者賠償、ホールインワン アルバトロス費用については、保険金のお支払いが何回あつても保険金額は削減されすに保険期間満了時まで有効です。

f"れ群 :,|

1告知義務 (こ契約締結時に保険会社に重要な事項を申し出ていただく義務)

申込書等において★印を付された事項は、こ契約に関する重要な事項 (告知事項 )

です。こ契約時に事実を正確にお申し出ください。告知事項の内容が事実と異なる

場合や事実を記載しない場合は、こ契約を解除することがあります。こ契約を解除

する場合、保険金をお支払いできない場合がありますので、こ注意ください。なお、

この保険での告知事項は以下のとおりとなります。
●他の保険契約等の締結の有無とその内容

2保険契約の無効について
こ契約者が保険金を不法に取得する目的または第二者に保険金を不法に取得させ
る目的をもって締結した保険契約は無効になりますのでこ注意ください。

3団体契約およびこ契約者と被保険者が異なる契約について

被保険者 (保険の補償を受けられる方)がこ契約者と異なる契約 (被保険者が複数
にわたる団体契約を含みます。)については、このパンフレットの内容を必す被保険
者の方にもこ説明ください。

透豊袋差↓:L第説
==`:.1,―
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1保険証券が、1か月以上経過しても属かない場合は、お手数ながら弊社へこ照会く 2こ契約者の住所などを変更された場合は取扱代理店または弊社にこ連絡ください。

ださいますようお願いいたします。

○保険期間が1年を超えるこ契約の場合、こ契約のお申込みの撤回または解除を申し出ることができるクーリングオフ制度がこざいます。
○この保険は、保険契約者が個人、小規模法人またIよマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。ただし、その場合でも引受
保険会社が経営破綻したときの保険金、解約返れい金等のお支払いは、保険業法の規定に基づき一部肖」減されることがあります。詳細につきましてIよ 、下記記載の弊社
ホームベージをこ覧いただくか、取扱代理店またIよ弊社までこ照会ください。

O弊社は、保険契約に関する個人情報を、適切な契約のお引き受け、円滑な保険金のお支払い、付帯サービスのこ提供および弊社の商品の販売等を行うために取得・不u用し、業務
委託先、再保険会社等に提供することがあります。詳細につきましては、下記記載の弊社ホームページをこ覧いただくか、取扱代理店または弊社までこ照会ください。

●保険料お支払いの際は、弊社所定の保険料領収証を発行することとしておりますので、お確かめください。
0このパンフレットは「ゴルフアー保険」の概要をこ紹介したものです。詳細は保険約款によりますが、保険金のお支払い条件・こ契約手続き'その他こ不明な点がありましたら取扱
代理店または弊社にこ照会ください。なお、詳しくはこの保険の「こ契約のしおり」「重要事項説明書 (契約概要・注意喚起情報)」 をこ覧ください。

弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領 ,保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・契約の管理業務等の代理業務を行つて
おります。したがいまして、弊社代理店とこ締結いただしヽて有効に成立したこ契約につきましてIよ 、弊社と直接こ契約されたものとなります。

朝日火災海上保険株式会社
〒101-8655 東京都千代田区神田美土代町 7番地

TEL03‐ 3294-2111(大 代表 )

ホームページアドレスhttp://www.asahikasai.co.jp/

●お間しヽ合わせ先

事故の受付・ご相談は

画更】争0120‐ 12‐0555
受付時間 :平日の午前9時～年後5時

年末年始を除く

事故受付ホットライン
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